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周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援

助の実施に努めるものとする。  
第三節 特定事業主行動計画 

 
第十五条 
 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画

（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下

この条において同じ。）を定めなければならない。  
２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 計画期間  
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標  
三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期  
３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前

項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に

定めなければならない。  
４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。  
５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。  
６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。  
７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。  
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 
（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  
第十六条 
 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表しなければならない。  
２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。  
（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  
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第十七条 
 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公

表しなければならない。  
第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 
（職業指導等の措置等） 
第十八条 
 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介そ

の他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 
４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（財政上の措置等） 
第十九条 
 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財

政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
（国等からの受注機会の増大） 
第二十条 
 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調

達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に

関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主

（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 
２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 
（啓発活動） 
第二十一条 
 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 
（情報の収集、整理及び提供） 
第二十二条 
 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業

生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
（協議会） 
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第二十三条 
 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行

う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条第一項の規

定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 
２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 
３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 
一 一般事業主の団体又はその連合団体 
二 学識経験者 
三 その他当該関係機関が必要と認める者 
４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

について協議を行うものとする。 
５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 
（秘密保持義務） 
第二十四条 
 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
（協議会の定める事項） 
第二十五条 
 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 
 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  
第二十六条 
 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般

事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。  
（権限の委任）  
第二十七条 
 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ

により、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。  
（政令への委任） 
第二十八条 
 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 
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第六章 罰則 
 

第二十九条 
 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  
第三十条 
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
一 第十八条第四項の規定に違反した者 
二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  
一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者  
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

た者  
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者  

第三十二条 
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  
一 第十条第二項の規定に違反した者  
二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者  
三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者  
第三十三条 
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  
第三十四条 
 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。  

附則 抄 
 

（施行期日） 
第一条 
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から

施行する。 
（この法律の失効） 
第二条 
 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 
２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に
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規定する日後も、なおその効力を有する。 
３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 
４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
（政令への委任） 
第三条 
 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 
（検討） 
第四条 
 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 
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１０ 国の男女共同参画基本計画（第４次）のポイント 
平成 27 年 12 月閣議決定 

 
＜あらゆる分野における女性の活躍＞  
（１）女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型

労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭等あらゆる場面における施策を充実させる。  
（２）あらゆる分野において女性の参画が拡大することは、社会の多様性と活力を高め我が国経済が力

強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて重要であることか

ら、女性活躍推進法の着実な施行とともに、更に踏み込んだポジティブ・アクションの実行等を通じ

た積極的な女性採用・登用のための取組や、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするため

の取組を進める。  
＜安全・安心な暮らしの実現＞  
（３） 非正規雇用労働者やひとり親等、生活上の困難に陥りやすい女性が増加している中で、公正な

処遇が図られた多様な働き方の普及等、働き方の二極化に伴う諸問題への対応を進めるとともに、困

難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援を行うことにより、女性が安心して暮ら

せるための環境整備を進める。  
（４）女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しつつ、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向け

て取組を強化する。  
＜男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備＞  
（５）東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、防災・復興施策への男女共同参画の視点の導入を進める

とともに、防災・復興における女性の参画とリーダーシップの重要性について、国内外に発信する。  
（６）国際的な潮流を踏まえつつ、国際的な規範・基準の尊重等に努めるとともに、国際社会への積極

的な貢献の推進により、男女共同参画に関して国際社会における我が国の存在感及び評価を高める。  
＜推進体制の整備・強化＞  
（７）地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、地域における推進体制

を強化する。 
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１１ 用語解説 

 

※育児・介護休業法    

正式には｢育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律｣と言う。 

育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援することを目的とした

法律で、事業主に対し、育児・介護休業制度や、子の看護休暇、育児・介護を行う労働者の時間

外労働や深夜業を制限する制度を設けるとともに、勤務時間短縮等の措置を講ずることを義務づ

けている。 

 

※エンパワーメント Empowerment  

元々、内に持っていて抑圧されていた力を引きだし、発揮すること。 

女性が政治、経済、社会、家庭などのあらゆる分野で自分のことは自分で決め、行動できるよ

う力をつけ、能動的に活動しようとする観念。第 4 回世界女性会議で採択された「行動綱領」は

「女性のエンパワーメントに関するアジェンダ（予定表）」と位置づけられている。 

 

※ジェンダー Gender  

人間には生まれついての生物学的性別（セックス/sex）があります。一方、社会通念や慣習の

中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的性別」（ジェンダー/gender）といいます。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪い

の価値を含むものではなく、国際的にも使われている。 

 

※次世代育成支援対策推進法  

日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、

平成 17 年に施行された法律で、事業主、国・地方公共団体は次世代育成支援のための行動計画

を策定することとされ、法律の有効期限を平成 37 年 3 月 31 日まで 10 年間延長した。101 人以上

の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」の策定を義務付け、雇用する労働者が 100

人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしている。 

 

※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が平成 27 年 8 月 28 日に 

国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、そ

の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛

り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共

団体、民間企業等※）に義務付けられました 

 

※セクシャル・ハラスメント Sexual harassment 

  労働省は、職場でのセクシャル・ハラスメントとは、「相手の意に反した性的な性質の言動を

行い、それによって仕事を遂行する上での不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」と定

義している。職場におけるセクシャル・ハラスメントには、同性に対するものも含まれる。 
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タイプとして、雇用上の力関係を利用する「対価型」と間接的に職場環境を不快にする「環境

型」がある。 

 

※男女雇用機会均等法 

正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に

関する法律」と言う。 

職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その

能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、

妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止等を定めている。 

 

※ドメスティック・バイオレンス Domestic violence，ＤＶ  

英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもの。略して「ＤＶ」と呼ばれることも

ある。 

 「ドメスティック・バイオレンス」とは何を意味するかについて、明確な定義はないが、一般

的には「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」と

いう意味で使用されることが多いようである。ただ、人によっては、親子間の暴力などまで含め

た意味で使っている場合もあり、内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれが

ある「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」という言葉は正式には使わず、「配偶者等からの

暴力」という言葉を使っている。 

 

※ポジティブ・アクション Positive action  

固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に事実上生じている差が

あるとき、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取組で、単に女性だからという

理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、不均衡な状態を「是正」するための取組み

である。 

 

※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ Reproductive health／rights   

「性と生殖に関する健康と権利」と訳している。 

女性が生涯にわたって身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることと、そして、妊娠・出

産・中絶に関わる女性の生命の安全や健康を重視し、女性の自己決定権を認めようということを

意味する。 

  

※ワーク・ライフ・バランス Work-life-balance   

     「仕事と私生活との調和」を意味する。つまり「やりがいのある仕事と充実した私生活の健康

的なバランスをとり、個人の能力を最大限に発揮する」ことである。 
 仕事も家庭もともに充実していることがさらに相乗効果を生み、相互にいい影響を与えること

を目指す。男女がともに楽しむライフスタイルへの転換が望まれる。 
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１２ 平成２８年度越前市男女共同参画審議会委員名簿 
 

（敬称略、順不同） 

 

役職 氏  名 所属団体等 性別 区 分 

 

会 長 

 

塚本 利幸 福井県立大学看護福祉学部 男 学識経験者 

 

副会長 

 

北川 恭子 オフィス北川 女 学識経験者 

 

委 員 

 

天谷 幸雄 越前市自治連合会 男 地域代表 

 

委 員 

 

藤木 靖夫 武生商工会議所  男 企業代表 

 

委 員 

 

山田 茂雄 連合福井 丹南地域協議会 男 労働団体代表 

 

委 員 

 

ヴォイットランド 

カール 
越前市国際交流協会 男 国際交流代表 

 

委 員 

 

吉田  馨 仁愛大学 女 学生 

 

委 員 

 

山田 尚弘 
ＮＰＯ 

男女平等推進協会えちぜん 
男 

男女共同参画 

センター 

 

委 員 

 

東 眞美子 絵本読み聞かせ講師 女 公募 

 

委 員 

 

舘  君枝 主婦 女 公募 

オブザ

ーバー 
川本 豊子 越前市男女平等オンブッド 女  
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